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第１条 この会は，北海道自然史研究会と称する． 

第２条 この会は，次の各項に該当する者をもって会員とする． 

 １．北海道の自然史について研究を行っている者 

 ２．北海道の自然史に関心をもっている者 

 ３．会の趣旨に賛同する者 

 

第３条 この会は，会員相互の連絡提携を密にして，北海道の自然史研究発展に寄与するこ

とを目的とする． 

第４条 この会は，前条の目的を達成するために，次の事業を行う． 

 １．自然史に関する学術的研究発表会，報告会を行う． 

 ２．自然史に関する情報の収集を行い機関紙の発行を行う． 

 ３．野外調査をかねた現地検討会を行う． 

 ４．自然史に関する技術的研修会を行う． 

 ５．北海道内の博物館研究データの提供を行う． 

 ６．北海道に隣接する諸地域との研究交流を行う． 

 

第５条 この会に次の役員を置く． 

 １．会長          １名 

 ２．副会長         １名 

 ３．理事         若干名 

 ４．監事          ２名 

 ５．事務局長        １名 

 ６．事務局次長        １名 

 

第６条 会長は，この会を代表し会務を掌理する． 

    副会長は，会長を補佐し，会長事故ある時はその事務を代行する． 

    理事は，会務を執行する． 

    事務局長は，庶務的会務を執行する． 

    事務局次長は，事務局長を補佐する． 

 

第７条 役員会は，会長，副会長，理事，監事，事務局長，事務局次長をもって構成する． 

 



 

第８条 役員会は，会長が召集し，次の事項を審議する． 

 １． 予算及び決算について 

 ２． 事業の計画と実施について 

 ３． その他会務の執行に関することについて 

 

第９条 この会の役員は，総会において選出する． 

第１０条 役員の任期は２年とする．ただし，再任は妨げない． 

第１１条 この会に，特別委員を置くことができる．特別委員は役員会において推挙され，

重要事項について会長の諮問に応ずる． 

第１２条 この会の総会は，毎年１会開催し，会務の報告，役員の選出その他重要な会務を

決議する． 

第１３条 この会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる． 

第１４条 この会の経費は，寄付金等をもって当てる． 

第１５条 この会の会費は，徴収しない． 

第１６条 この会の会則の変更は，総会において行う． 

第１７条 この会の会則を執行するために必要な細則は，役員会において定める． 

 

 付則  この会は，平成５（１９９３）年２月７日から執行する． 

      １９９４年１０月２９日一部改訂 

      ２００４年１０月２９日一部改訂 

      ２０１０年２月２７日一部改訂 

 


